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定款の一部変更に関するお知らせ 
 
 
当社は、平成 22 年 5 月 28 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 22 年

6 月 29 日開催予定の第 86 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 
 

記 
 

１．定款変更の理由 
(1) 経営環境の変化に対応した機動的な配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締

役会決議により行うことが可能となる旨を規定する変更案定款第 39 条（剰余金の

配当等の決定機関）及び同 40 条（剰余金の配当の基準日）第 2項以下を新設、変

更し、現行定款第 40 条（中間配当）を削除し、その他所要の修正をするものであ

ります。 

(2) その他、定款条文全般に亘り項数及び号数の変更等の所要の変更を行うものであ

ります。 

 
２．変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおりであります。 
 
３．日程 
  定款変更のための株主総会開催日     平成 22 年 6 月 29 日 

定款変更の効力発生日          平成 22 年 6 月 29 日 
 
 
 

以 上 
 
 



（別 紙） 
 

（下線は、変更部分を示します） 

現 行 定 款 変 更 案 

第２条（目的） 

（記載省略） 

 

1.～10.     （記載省略） 

第２条（目的） 

（現行どおり） 

 

(1)～(10)   （現行どおり） 

  

第１０条（株主名簿管理人） 第１０条（株主名簿管理人） 

（記載省略） （現行どおり） 

  

株主名簿管理人およびその事務取扱場所は取締役

会の決議によって定め、これを公告する。 

2       （現行どおり） 

  

当会社の株主名簿の作成および備置きその他の株

主名簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、

当会社においては取り扱わない。 

3       （現行どおり） 

  

第１２条（総会の招集） 第１２条（総会の招集） 

（記載省略） （現行どおり） 

  

臨時株主総会は必要ある場合、取締役会の決議に

より随時招集する。 

2       （現行どおり） 

  

第１６条（決議の方法） 第１６条（決議の方法） 

（記載省略） （現行どおり） 

  

株主が代理人により議決権を行使しようとすると

きは､その代理人は一名とし､当会社の議決権を有

する株主でなければならない。 

2       （現行どおり） 

  

②会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決

権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分

の２以上をもって行う。 

3       （現行どおり） 



現 行 定 款 変 更 案 

第１９条 (取締役の選任) 第１９条 (取締役の選任) 
（記載省略） （現行どおり） 

  

取締役の選任については､累積投票によらないも

のとする｡ 

2       （現行どおり） 

  

第２０条 (取締役の任期) 第２０条 (取締役の任期) 
（記載省略） （現行どおり） 

  

補欠または増員のために選任された取締役の任期

は､他の現任者の残任期間とする｡

（削 除） 

  

第２５条 (代表取締役) 第２５条 (代表取締役および役付取締役) 

（記載省略） （現行どおり） 

  

取締役会は､その決議で取締役会長､取締役社長各

１名および取締役副社長､専務取締役､常務取締役

各若干名を選任することができる｡ 

2       （現行どおり） 

  

第２９条（取締役の責任免除等） 第２９条（取締役の責任免除等） 

（記載省略） （現行どおり） 

  

（２）当会社は、会社法第４２７条第１項の規定

により、社外取締役との間で、同法第４２３条第

１項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する

契約を締結することができる。 

2       （現行どおり） 

  

第３０条 (監査役の員数等) 第３０条 (監査役の員数等) 

（記載省略） （現行どおり） 

  

監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定

する。 

2       （現行どおり） 

  

第３２条 (監査役の任期) 第３２条 (監査役の任期) 

（記載省略） （現行どおり） 

  



現 行 定 款 変 更 案 

任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任

された監査役の任期は､前任者の残任期間とする｡

2       （現行どおり） 

  

第３７条（監査役の責任免除等） 第３７条（監査役の責任免除等） 

（記載省略） （現行どおり） 

  

（２）当会社は、会社法第４２７条第１項の規定

により、社外監査役との間で、同法第４２３条第

１項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する

契約を締結することができる。 

 

2       （現行どおり） 

  

 第３９条（剰余金の配当等の決定機関）

（新 設） 

当会社は、剰余金の配当等会社法 459 条第 1 項

各号に定める事項については、法令に別段の定

めがある場合を除き、取締役会の決議によって

定めることができる。

  

第３９条 (剰余金の配当の基準日) 第４０条 (剰余金の配当の基準日) 

（記載省略） （現行どおり） 

  

（新 設） 
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30

日とする。

  

②前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をす

ることができる。 

3 当会社は、前2項のほか、基準日を定めて剰

余金の配当をすることができる。 

  

第４０条 (中間配当)  

当会社は取締役会の決議によって､毎年９月３０

日を基準日として中間配当をすることができる。
（削 除） 

  

第４１条 (配当金の除斥期間) 第４１条 (配当金の除斥期間) 

（記載省略） （現行どおり） 

  

②前項の配当金には､利息を付けないものとする｡ 2       （現行どおり） 

 


